
施設基準について 

 

歯科初診料の注1に規定する基準 

歯科外来診療における院内感染防止対策に十分な体制の整備、十分な機器を有し、研修を受けた常勤の

歯科医師およびスタッフが在籍しています。 

 

医療情報取得加算 

当院はオンライン資格確認を行う体制を有し、質の高い診療を実施するための十分な情報（薬剤情報、特

定健診情報、その他必要な情報）を取得・活用して診療を行っております。 

 

CAD/CAM冠及び CAD/CAMインレー 

CAD/CAM とよばれるコンピューター支援設計・製造ユニットを用いて作製される冠（被せ物）やインレ

ー（詰め物）を用いて治療を行なっています。 

 

クラウン•ブリッジの維持管理 

当院で装着した冠（かぶせ物）やブリッジについて、2 年間の維持管理を行っています。 

 

もりざわ歯科・矯正歯科 

院長 守澤 郁子 


